
真 の 地 方 分 権 改 革 に 向 け た 三 位 一 体

改 革 の 推 進 に 関 す る 決 議  

 

我 々 が 進 め て い る 地 方 分 権 改 革 は 、 過 度

に 国 に 集 中 す る 権 限 ・ 財 源 を 住 民 に 身 近 な

地 方 自 治 体 に 移 す こ と に よ り 、 地 域 の ニ ー

ズ に 応 じ た 多 様 で 透 明 性 の 高 い 住 民 サ ー ビ

ス を 提 供 で き る 体 制 を 確 立 す る こ と で あ る 。 

 我 々 、 都 市 自 治 体 は 、 三 位 一 体 改 革 の 推

進 が 、 地 方 分 権 改 革 の 大 き な 流 れ を 確 実 に

し 、 地 方 自 治 の 確 立 に 資 す る も の で あ る こ

と を 強 く 確 信 し 、 改 革 の 断 行 を 至 上 の 命 題

と し て い る 。  

 三 位 一 体 改 革 は 、 昨 年 、 我 々 が 提 出 し た

「 地 方 の 改 革 案 」 を 端 緒 と し て よ う や く 動

き 出 し た と こ ろ で あ り 、 更 に 確 実 な 流 れ に

し て い か な け れ ば な ら な い 。  

 し か し 、昨 年 1 1 月 に 示 さ れ た 政 府 ・ 与 党

合 意 の 三 位 一 体 の 改 革 の 全 体 像 で は 、 多 く

の 課 題 が 先 送 り さ れ た う え 、 ３ 兆 円 の 税 源

移 譲 は 必 ず し も そ の 額 、 内 容 が 明 ら か に さ



れ て い な い な ど 、 地 方 の 改 革 案 か ら み て 極

め て 不 十 分 で あ る 。  

 ま た 、 地 方 交 付 税 の 4 . 3 兆 円 の 削 減 や 交

付 税 率 の 引 下 げ な ど 、地 方 の 実 態 を 無 視 し 、

国 と 地 方 の 信 頼 関 係 を 損 な う 提 案 が な さ れ

て い る 。  

 我 々 都 市 自 治 体 は 、 市 町 村 合 併 に よ り 自

ら 合 理 化 ・ 効 率 化 を 実 践 す る な ど 、 歳 出 削

減 努 力 の み な ら ず 、 地 方 行 財 政 改 革 に 取 り

組 ん で い く 決 意 で あ る 。  

 よ っ て 、 政 府 に お い て は 、 先 送 り さ れ た

課 題 に 対 し て 、 国 と 地 方 の 協 議 を 進 め 、 平

成 1 8 年 度 ま で の 三 位 一 体 改 革 に つ い て は 、

地 方 の 改 革 案 に 沿 っ た 形 で 実 現 し 、 ま た 、

我 々 が 求 め る 平 成 1 9 年 度 以 降 の 第 ２ 期 改

革 に 着 手 さ れ る よ う 、 こ の こ と を 「 基 本 方

針 ２ ０ ０ ５ 」 に 明 示 し た 上 で 、 真 の 地 方 分

権 推 進 の た め の 改 革 に 真 摯 に 取 り 組 み 、 下

記 事 項 を 実 現 す る よ う 強 く 要 請 す る 。  

 

 



記  

 

１ ． ３ 兆 円 の 税 源 移 譲 の 確 実 な 実 行  

（ １ ）平 成 1 8 年 度 ま で に 、所 得 税 か ら 住 民

税 へ の 1 0％ の 比 例 税 率 化 に よ る ３ 兆 円

の 税 源 移 譲 を 確 実 に 実 施 す る こ と 。  

「 三 位 一 体 の 改 革 」 は 、 増 税 を 目 的 と

す る も の で は な い の で 、 所 得 税 か ら 住

民 税 へ の 税 源 移 譲 を 行 う に 当 た っ て は 、

個 人 所 得 課 税 全 体 で 適 切 な 措 置 を 講 じ

る こ と 。  

（ ２ ）  税 源 移 譲 さ れ る 個 人 住 民 税 の 姿 と 、

そ の 工 程 を 早 期 に 明 示 す る こ と 。  

 

２ ． 1 8 年 度 以 降 の 地 方 交 付 税 総 額 の 確 保  

（ １ ） 都 市 自 治 体 が 地 域 の 行 政 課 題 に 適 切

に 対 応 で き る よ う 、「 基 本 方 針 ２ ０ ０

４ 」及 び「 政 府 ・ 与 党 合 意 」に 基 づ き 、

安 定 的 な 財 政 運 営 に 必 要 な 一 般 財 源 総

額 を 確 保 す る こ と 。  

   ま た 、平 成 1 8 年 度 の 地 方 交 付 税 総 額



を 確 実 に 確 保 す る こ と 。  

（ ２ ） 地 方 財 源 不 足 に 対 す る 補 て ん は 、 原

則 に 従 い 、 地 方 交 付 税 の 法 定 率 分 の 引

上 げ で 対 応 す る こ と 。  

（ ３ ） 地 方 財 政 計 画 と 決 算 と の 乖 離 に つ い

て は 、 福 祉 ・ 教 育 等 の 経 常 的 経 費 の 実

態 を 的 確 に 反 映 し て こ な か っ た こ と に

よ る も の で あ る 。 都 市 自 治 体 の 財 政 構

造 が 、 投 資 か ら 経 常 に 変 化 し て い る 実

態 を 踏 ま え 、 投 資 と 経 常 を 同 時 一 体 的

に 是 正 す る こ と 。  

（ ４ ） 都 市 自 治 体 の 計 画 的 な 行 財 政 運 営 を

保 障 す る た め 、 地 方 六 団 体 の 参 画 の も

と に 「 中 期 地 方 財 政 ビ ジ ョ ン 」 を 策 定

す る こ と 。  

 

３ ． 地 方 の 改 革 案 に 沿 っ た 補 助 金 改 革 の 実

現  

（ １ ） 政 府 ・ 与 党 合 意 で 先 送 り さ れ た 税 源

移 譲 額 ６ ， ０ ０ ０ 億 円 に 見 合 う 国 庫 補

助 負 担 金 改 革 に つ い て 、 政 府 は 早 期 に



具 体 的 な 検 討 を 行 い 、結 論 を 得 る こ と 。

そ の 際 、 地 方 の 改 革 案 に 掲 げ て い る 社

会 福 祉 ・ 文 教 関 係 の 施 設 整 備 費 や 経 常

的 な 国 庫 補 助 負 担 金 を 優 先 す る こ と 。  

（ ２ ） 国 の 財 政 再 建 の た め の 生 活 保 護 費 な

ど の 国 庫 負 担 率 の 引 下 げ は 、「 三 位 一 体

の 改 革 」 に 名 を 借 り た 単 な る 地 方 へ の

負 担 転 嫁 で あ り 、 断 固 と し て 受 け 入 れ

ら れ な い こ と 。  

（ ３ ） 国 庫 補 助 負 担 金 の 廃 止 は 確 実 に 税 源

移 譲 に 結 び つ け る と と も に 、 交 付 金 化

は 、 改 革 と は い え ず 、 一 般 財 源 化 し 、

税 源 移 譲 す る こ と 。  

 

４ ． 地 方 財 政 自 立 に 向 け た 第 ２ 期 改 革 へ の

着 手  

（ １ ） 地 方 分 権 を 一 層 推 進 す る た め 、 国 と

地 方 の 最 終 支 出 の 比 率 と 租 税 収 入 の 配

分 比 率 の 大 き な 乖 離 を 縮 小 す る た め 、

消 費 税 を 含 め た 基 幹 税 に よ り ８ 兆 円 の

税 源 移 譲 を 積 極 的 に 進 め る こ と 。  



（ ２ ） そ の た め 、 現 在 進 め て い る 平 成 1 8

年 度 ま で の 改 革 を 「 第 １ 期 改 革 」 と 位

置 づ け 、 1 9 年 度 以 降 も 「 第 ２ 期 改 革 」

と し て 更 な る 改 革 を 行 う こ と 。  

 

５ ．「 国 と 地 方 の 協 議 の 場 」 の 制 度 化 等  

   重 要 な 役 割 を 果 た し て い る 「 国 と 地 方

の 協 議 の 場 」を 、今 後 、定 期 的 に 開 催 し 、

こ れ を 制 度 化 す る こ と 。 な お 、 義 務 教 育

国 庫 負 担 金 、 生 活 保 護 費 負 担 金 等 に つ い

て は 、最 終 的 に は「 国 と 地 方 の 協 議 の 場 」

に お い て 協 議 ・ 決 定 す る こ と 。  

 

６ ． 自 己 改 革 と 地 方 の 自 主 性 ・ 自 立 性 の 拡

大  

（ １ ） 住 民 の 負 託 に 応 え る た め 、 人 件 費 の

抑 制 、 事 務 事 業 の 再 編 、 ア ウ ト ソ ー シ

ン グ 等 に よ り 一 層 徹 底 し た 行 財 政 改 革

を 断 行 す る こ と 。  

（ ２ ） 地 方 が 自 ら の 権 限 と 責 任 に お い て 主

体 的 に 取 り 組 む こ と が で き る 行 財 政 シ



ス テ ム の 確 立 の た め 、 国 庫 補 助 負 担 金

の 改 革 と 併 せ て 、 国 に よ る 地 方 自 治 へ

の 関 与 ・ 規 制 の 撤 廃 に 取 り 組 む こ と 。  

 

   以 上 決 議 す る 。  

 

  平 成 1 7 年 ６ 月 ８ 日  

 

第 7 5 回 全 国 市 長 会 議  

 

 

 

 


